
予算額、
補助率等

(単位:千円)

実施主体
補助基準額等

事業概要

1
11,077,956

(県単独)
市町村

子ども・子育て支援新制度で創設された
「施設型給付費」及び「地域型保育給付
費」として、県費義務負担を行う。
【負担割合】
２号認定子ども：国1/2、県・市町村各1/4
３号認定子ども：国          59.08/100
　　　　　　　　県・市町村各20.46/100

2
1,251,312
(県単独)

市町村

１号認定子どもにおいて、子どものための
教育・保育給付費負担のうち地方単独費用
分を補助する。
【負担割合】
県・市町村各1/2

3
140,668

(県単独)
市町村

幼児教育・保育の無償化の導入に伴い創設
された「施設等利用給付費」として県費義
務負担を行う。
【負担割合】
国1/2、県・市町村各1/4

4
17,095

(県単独)

市町村
１施設当たり
2,000千円

～
5,000千円未満

就学前の幼児教育・保育における良好な子
育て環境づくりを支援するため、民間の保
育所及び幼保連携型認定こども園が保育環
境を改善するための整備を行う場合に補助
する。
【負担割合】
県1/2、市町村・事業者各1/4

5
5,634

(県単独、
一部国1/2)

認可外保育施設
・市町村

（中核市除く）

次のすべてに該当する認可外保育施設に補
助する(但し、(4)は届出施設であれば以下
の要件に関わらず補助対象とする)。
・年度当初（(1)「保育士配置充実事業」
は各月初日）に入所児童10人以上で、かつ
３歳未満児入所割合が２割以上(「(2)健康
診断」には適用しない）
・保育時間１日８時間以上
・「群馬県認可外保育施設指導監督基準」
に適合

(1)
保育士配置充
実
(平成13年度)

2,615

436

年額
1,743千円

年額
・435千円
(２時間)
・871千円
(４時間)

最低基準のほかに１名保育士を配置する施
設に補助する。
11時間の開所時間を超えて延長保育を行う
施設に補助の加算を行う。(長時間保育分)
【負担割合】
県・市町村各1/2

(2)
健康診断
(平成13年度)

133
１人

2,940円

入所児童に対する健康診断費に補助する。
【負担割合】
県・市町村各1/2

(3)
保育所等事故
防止推進事業
(平成31年度)

750
１か所当たり

500千円

保育中の事故防止を図るために必要な備品
等の導入費用に補助する。
【負担割合】
国1/2、県1/4、事業者1/4

 認可外保育施設支
援
(平成13年度)

子育て環境づくり
推進
（平成18年度）

令和６年度　保育係関係主要施策について

事業名
(事業発足年度)

子どものための教
育・保育給付費県
負担
(平成27年度)

施設型給付費等補
助
(平成27年度)

子育てのための施
設等利用給付費負
担
 (令和2年度)



予算額、
補助率等

(単位:千円)

実施主体
補助基準額等

事業概要
事業名

(事業発足年度)

(4)

ICTを活用した
子どもの見守
り支援事業
(令和５年度)

300
１か所当たり

200千円

GPS等を活用した見守りサービスなどの安
全対策に資する機器等の導入費用に補助す
る。
【負担割合】
国1/2、県1/4、事業者1/4

(5)

登降園管理シ
ステム導入支
援事業
(令和５年度)

1,050
１か所当たり

700千円

園児の登園及び降園の管理に関する機能を
有する機器の導入費用に補助する（ただし
初期費用に限る）。
【負担割合】
国1/2、県1/4、事業者1/4

6
39,530

(国10/10)
県

幼保連携型認定こども園が幼児教育に必要
な遊具・教具・運動用具・保健衛生用品を
購入するために要する経費を補助する。
【負担割合】
国1/2、事業者1/2

7
265,324

(県単独)
市町村

(中核市を除く)

低年齢児の処遇改善や食物アレルギー対策
等、地域社会の要望に即応した保育体制の
確立を図るため、市町村が行う保育事業に
要する経費に補助する。
【負担割合】
県･市町村各1/2

(1)
低年齢児保育
(昭和49年度)

256,924 月額10,900円

入所児童のうち１歳児が１人以上の民間保
育所及び認定こども園に補助する。
１歳児の保育士配置を基準の６：１から
５：１に充実するための経費を補助する。

(2)
食物アレル
ギー対策
(平成27年度)

8,400 年額100千円

保育所及び認定こども園において、安心・
安全な給食の提供を行い、食物アレルギー
に係る事故を防止するため、組織体制の強
化、給食設備等に係る経費の一部を補助す
る。

8
302,092

(県単独)
市町村

県内で家族を増やし、子育てする世帯の経
済的負担を軽減するために、認可保育所、
認定こども園及び認可外保育施設等を利用
する第３子以降の３歳未満児の保育料を無
料化する市町村に対して補助する。（認可
外保育施設利用者は、認可保育所を利用し
た場合の相当額を補助）
【負担割合】
県・市町村各1/2

認定こども園整備
事業
(平成21年度)

保育充実促進費補
助
(平成10年度)

第３子以降３歳未
満児保育料免除事
業費補助
(平成27年度)



令和６年度における県単独補助事業の経過措置について 

                                      群馬県生活こども部こども・子育て支援課保育係 
 
保育充実促進費補助金（食物アレルギー対策） 

【制度の見直しの経緯】 
令和２年度より施設型給付費等の栄養管理加算において、栄養士の配置等の施設の取組状況に応じた評価を行

うため、一律の加算額を段階的とする拡充が行われ、食育やアレルギーのある子ども等への適切な対応を推進し
ていくこととなった。 

従来の保育充実促進費補助金（食物アレルギー対策）は、国の制度拡充より先行して配置基準を超える調理員
の人件費を補助対象としていたが、当該拡充により一部対象経費が重複することとなった。 
 これについて、経過措置を設定していたが、令和５年度をもって「調理員の人件費」を終了とする。 
 
【Ｒ６改正後の事業概要】 
（１）事業内容 
   食物アレルギーにかかる事故を防止し、食物アレルギー児童に対して安心な給食の提供を行うため、組織

体制の強化、給食設備等にかかる経費の一部を補助する。 
（２）補助対象施設 
   民間の保育所及び認定こども園（中核市を除く） 
（３）対象事業 
   ①食物アレルギー児童に関する保護者支援等の実施 
         ②食物アレルギー対応食の調理に必要な備品の購入 
   ※調理員の人件費は対象外 
（４）補助要件 
   以下の全ての要件を満たすこと 
   ①食物アレルギー児童が１人以上入所する保育所等 
   ②食物アレルギー児童に配慮した給食の提供 
   ③食物アレルギー対策委員会等の設置 
   ④食物アレルギーに関する園内研修の実施 
（５）補助基準額及び対象経費 
   ①補助基準額   １施設あたり 年額 100,000 円 
   ②対象経費    需用費、備品費  （人件費を除外） 
（６）補助率 
   県１／２、市町村１／２ 



令和６年度の公定価格について
令和６年４月 こども・子育て支援課保育係

１ 制度改正について（令和６年４月～）

・ 制度全体としては、大きな改正はありません。

２ 公定価格の改正について（令和６年４月～）

「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型

保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部
を改正する件」（令和６年こども家庭庁告示第９号）が令和６年３月２９日に公布され
たことにより、単価表の改定がされました。

・ 令和５年度人事勧告の影響額以上に賃金を支払った事業者への対応が追加されました。
・ 処遇改善等加算Ⅰ～Ⅲについて、誓約書を提出することで計画書の作成・提出が不要
となりました。

・ 処遇改善等加算Ⅱ・Ⅲの基礎職員数の算定において、４歳以上児配置改善加算が追加
されました。

３ その他



処遇改善等加算について
１ 制度改正について（令和６年４月～）

① 前年度、加算適用を受けている場合、誓約書を提出することで計画書の作成・提出が不要と
なります。

② 令和５年度人事勧告の影響額以上に賃金を支払った事業者への対応が追加されました

２ 審査開始時期（予定）について

(1) 処遇改善等加算Ⅰ・Ⅲについて

(2) 処遇改善等加算Ⅱについて

・ 国通知発出後、取りまとめを依頼する予定です。（例年８月～９月頃）

・ 加算Ⅱの対象職員の研修受講要件の確認のみ先行して実施します。

① 前年度、加算適用を受けている場合、誓約書を提出することで計画書の作成・提出が不要と
なります。

② 令和５年度人事勧告の影響額以上に賃金を支払った事業者への対応が追加されました。

③ 段階的に対象職員に研修受講要件が課されております。（次頁参照）



処遇改善等加算Ⅱ

研修受講要件等について
１ 令和６年度の対象者等

２ 注意点

(1) 対象者

(2) 要件

(3) 参考（令和６年度の要件）

人数Ａの職員（副主任保育士、副主幹保育教諭、中核リーダー、専門リーダー）

人数Ｂの職員（職務分野別専門リーダー、若手リーダー）

人数Ａ：２分野 又は ３０時間以上（令和５年度末までに受講した研修）
人数Ｂ：１分野 又は １５時間以上（令和５年度末までに受講した研修）

人数Ａ：３分野 又は ４５時間以上

・ 人数Ａについては、月額４万円を支給する職員を１人以上配置すること。

・ 加算Ⅱについては、基本給又は毎月支払われる手当によって支給すること。

・ 要件を満たさない場合は、加算Ⅱの対象外となること。

３ 対象となる研修について
・ キャリアアップ研修（県及び指定機関）、認定団体が実施する研修（原則H29以降）



子ども・子育て支援情報公表システム
「ここｄｅサーチ」について

○令和６年度分の報告・公表について

本システムの情報は、毎年度更新していくこととなります。
令和６年度分については、５月以降、県、中核市、各施設あて
登録情報の更新に関するメールがシステムから配信される予定で
す。
つきましては、登録情報の更新に御協力をお願いします。



保育所・認定こども園の整備事業について

【対象事業】保育所整備事業、幼保連携型認定こども園整備事業、
認定こども園整備事業（保育所型、幼稚園型）、
公立認定こども園整備事業、小規模保育整備事業、
防音壁整備事業、防犯対策強化整備事業

【実施主体】市区町村

【設置主体】社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、
学校法人等（保育所及び認定こども園（保育所機能部分）については
公立を除く）

【工 期】原則・・・年度内に施設整備を完了すること
例外・・・年度内に整備が完了しなくなった場合、次年度への繰越手

続きが必要。繰越については、財務省財務局の審査・承認
を経る必要がある。

※最初から工期的に年度内完成が難しいものについては、２か年事業として
協議すれば、繰越手続きは不要です。

※市町村・事業者におかれましては、工事計画・工程管理について、設計会
社や建設会社と確認し、年度内に完成されますようお願いいたします。



就学前教育・保育施設整備交付金

事 業 者

市 町 村

関東信越厚生局

申請 補助

申請 補助
県

保育所・認定こども園の整備事業について

＜利用の流れ＞

※県を通じて申請



保育所・認定こども園の整備事業について

＜こども家庭庁の設置に伴う施設整備補助事業の一元化＞

令和４年度まで 令和５年度から

※一部、経過措置を含む



教育・保育施設等における事故報告について

事故が発生した場合には、別添２のフロー図に従い、
管轄する市町村へ報告してください。

１ 報告対象となる施設・事業の範囲
①特定教育・保育施設
②幼稚園（特定教育・保育施設でないもの。）
③特別支援学校幼稚部
④特定地域型保育事業
⑤延長保育事業、放課後児童クラブ、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業、
ファミリー・サポート・センター事業、子育て世帯訪問支援事業及び児童育成支援拠点事業

⑥認可外保育施設

２ 報告の対象となる重大事故の範囲
①死亡事故
②意識不明事故（どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの）
③治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

３ 報告様式
別添１ 教育・保育施設等事故報告書（ｖｅｒ.4）

４ 報告期限
第１報は、原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）
第２報は、原則１か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて追加の報告を行うこと。
また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成され次第報告すること。

事業者の
みなさまへ
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TEL 03-5253-4111( 2966) 
MAIL anzen@mext.go.jp 

  
MAIL youji@mext.go.jp 

  



   
 

  TEL 03-5253-4111( 2966) 
MAIL anzen@mext.go.jp 

  
MAIL toku-sidou@mext.go.jp 

 

 
     

TEL 03-6858-0133 
MAIL ninkagaihoikushisetsu.shidou@cfa.go.jp 

  
  

TEL 03-6861-0303 
MAIL seiikukankyou.kenzen@cfa.go.jp 

  
 

   
TEL 03-6861-0224 
MAIL seiikukankyou.katei@cfa.go.jp 

  
   

TEL 03-6861-0519 
MAIL seiikukankyou.kosodate@cfa.go.jp 

  
  

TEL 03-6858-0183 
MAIL anzentaisaku.jikotaiou@cfa.go.jp 

 
    

  
TEL 03-3507-9201 
MAIL i.syouhisya.anzen@caa.go.jp 
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